
金沢市地区公民館整備事業補助金交付要綱 を次のように定める。
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金沢市地区公民館整備事業補助金交付要綱

(趣旨) と鞭坊ぉつ古_

第 1条  この要綱は、本市における地区公民館 の施設の整備 を促進するため、地区公民館

以外の用 に供する目的で建築された建物 (以下 「既存建物」 という。)の取得及び改修

による地区公民館 の施設の整備 (以下 「整備事業」 という。)に 要する費用に対する補

助金の交付 に関 し、必要な事項 を定めるものとする。              `

(補助金の交付 )

第 2条  補助金は、整備事業の実施 を目的として設立された一定の地域内の住民で構成す

る団体 (以下 「団体」 という。)に 対 し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(補助金の額 )

第 3条  補助金の交付の対象 となる経費は次の表の左欄に掲げる経費 とし、当該経費に係

る補助金の額 はそれぞれ同表の右欄 に掲げる額 とする。

(1)地 区公民館の用地の取得に要す

る経費 (造 成及び借上げに要する

費用を除く。 )

金沢市地区公民館用地取得にかかる市費負

担基準 (昭 和 59年 4月 2日 決裁)に より算

定 した額

(2)既 存 建物 の取得 に要す る経 費

(延 べ床面積 が 470平方 メー トル

を超 える′場合 は、 470平方 メ=ト

ル ま で の 部 分 に係 る 経 費 に 限

る。 )

対象経費の 4分 の 3に相当する額以内の額

とし、その額は、別表に定める補助基準に

よ り算出した額の 4分 の 3に 相当する額を

超えないものとする。

(3)取 得 した既存建物の改修の工事

に要す る経費 (延 べ床面積 が 470

平方 メー トル を超 え る場 合 は 、

470平方 メー トル まで の部分 に係

る経費に限る。 )

対象経費の 4分の 3に 相 当する額以内の額

とする。ただ し、対象経費は、既存建物の

改修後の延べ床面積 に別表 に定める建設基

準単価 を乗 じて得た額 を超 えないものとす

る。      |



(4)取 得 した既存建物の改修 に伴 う

設計 に係 る経費 (床 面積 が 470平

方 メー トル を超 える場合 は、470

平方 メー トル までの部分 に係 る経

費に限る。)      (

対象経費の 4分 の 3に 相当する額以内の額

とする。

(5)整 備事業に伴う備品の購入に要

する経費

対象経費の 4分 の 3に 相当する額以内の額

とし、その対象経費は、 7,000,000円 を超

えないものとする。

2 前項 の場合 において、当該補助金の合計額 に 100,000円 未満の端数があるときは、そ

の端数金額 を切 り捨てるものとする。
|

3 既存建物の取得 に要する経費 と取得 した既存建物の改修の工事 に要する経費の合算額

を既存建物の改修後の延べ床面積で除 した額が、別表に定める建築基準単価 を超えると

きは、第 1項 の規定にかかわ らず、同項の表第 2号及び第 3号 に規定する補助金の額の

合算額は、当該既存建物の改修後 の延べ床面積 (床 面積が470平 方 メ=ト ル を超える場

合は、470平 方 メー トル までの部分 に係 る経費に限る。)に 別表 に定める建築基準単価

を乗 じて得た額の 4分 の 3に 相当す る額以内の額 とするも

(適 用除外期間 )

第 4条  本市か ら整備事業に対する補助金の交付 を受けた団体は、第 2条 の規定にかかわ

らず、当該補助金の交付 を受けた 日 (以 下 「交付 日」 という。)の属する年度か ら、交

付 日か ら15年 を経過 した 日の属する年度 まで、 この要綱 による補助金の交付 を受 けるこ

とができないものとする。ただ し、災害等の理由によ り市長が特 に必要があると認める

ときは、 この限 りでない。

(雑 則 )

第 5条  この要綱 に定めるもののほか、
「
必要な事項は、市長が別 に定めると

附 則

この要綱は、平成 17年 4月 1日 以後 に整備事業 を実施する団体 について適用する。


